
令和 4 年 9 月吉日 

介護老人保健施設 ふれあいの渚  
 

面会方法についてのお知らせ 

 
平素より、当施設の運営にご理解ご協力をいただき誠に有り難うございます。 

 
さて、面会についてのアンケートについては、多くの皆様にご協力をいただき、誠に有り

難うございました。また、施設職員への温かいお言葉につきましても、感謝申し上げます。 
 
【アンケート結果；有効回答数 62 名】 

1.従来通り（10 分；月 1 回）…95％  2.時間延長（25 分；2 ヶ月に 1 回）…5％ 
 
このアンケート結果に基づき、今後の面会方法について下記のように決定いたしました。 

 
記 

 
1. 時間    平日①15：00～ ②15：20～ ③15：40～ （15 分間 予約制） 
2. 人数回数等 1 日 3 組 家族のみ 2 名以内 小学生以下は禁止 1 ヶ月に 1 回 
3. 方法    テーブル越し 簡易マイク（家族側）とスピーカー（利用者側） 

2ｍの距離確保 サージカルマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。 
4. 予約方法  毎月 25 日以降の平日 9：00～17：00 に TEL 若しくは来所にて予約 
       （予約連絡につきましては、時間厳守をお願いいたします） 
5. 禁止事項  接触行為（飲食・写真撮影やスマホや写真を見せる 等） 
6. その他   発熱や風邪症状のある方、マスクを外す（鼻マスク含）、席から立ち上がる、

近づくような行為はご遠慮ください。 
※ 面会ルール、職員の指示を守れない場合は、即時面会中止といたします。 
 
 尚、従来通りに月 1 回の面会機会の確保を選択された方々の中に、「もう少し長くなれば」

というお声もあり、15 分の時間確保を試みることといたしました。1 日あたりの予約枠が 3
組となるため、ご希望日の予約が取りにくくなる可能性もございますが、ご了承ください。 
また、「距離とマスクの着用などにより会話ができない」というご意見に対し、簡易マイク

とスピーカーを準備いたします。 
 
 ご利用者様への感染予防と面会機会の確保の両立の為、面会マナーの遵守について、 
ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 
 

以上 


